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■現行｢建築物環境計画書制度｣の公表制度 
（根拠：環境確保条例第２１、２２、２３条） 

■ 「知事による概要の公表」を規定 

• 公表事項 
建築物環境計画書の概要 
建築物環境計画書の変更の届出の概要 
工事完了の届出の概要 

 

 

「工事完了の届出」後は、 
建物の環境配慮の全体像が、 
レーダーチャートで把握可能に 

 

 

 

 

 

 

■公表場所 

環境局での閲覧またはインターネットの利用による公表 
 
東京都環境局ホームページ 「建築物環境計画書制度」サイト 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/building/green-index.htm 

①建築物の熱負荷低減

②自然エネルギー利用

③省エネルギーシステ
ム

④エコマテリアル⑤長寿命化等

⑥水循環

⑦緑化
２  

１    

０ 
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「建築物環境配慮制度」公開ホームページ 
レーダーチャートのイメージ（３月下旬リニューアル予定） 

 
 
 

自然通風や自然採光の利用など、 

日本の気候や風土を生かした機械手法

（エアコンなど）に頼らない省エネルギ

ー手法を評価します。 

ステップ３ 
マウスでクリック 
すると評価項目の 
詳細がわかります。 
ジャンプします。 

ステップ２ 
マウスの矢印を重ねると
評価項目を都民に分かり
易く解説します。 ステップ１ 

レーダーチャートで 
建物の環境配慮の 
全体像がわかります。 

《レーダーチャートの仕組み》 

 内側の太線が基点で、他の法令に規定する基準など

最低条件をクリアした状態を示しています。より効果

的な配慮の取組をした評価項目ほど加点され外側にプ

ロットされます。 

<URL> http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/building/list-index.htm 
 


